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外
国
人
労
働
者
は
、
現
在
日
本
に

お
け
る
様
々
な
職
域
に
お
い
て
活
用

さ
れ
て
お
り
、
日
本
経
済
の
重
要
な

構
成
要
素
と
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

過
去
の
よ
う
に
、
低
賃
金
で
雇
用

可
能
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
主
と

し
て
サ
ー
ビ
ス
産
業
や
重
労
働
の
現

場
で
の
雇
用
中
心
の
時
代
か
ら
、
現

在
は
、
Ｉ
Ｔ
産
業
の
シ
ス
テ
ム
エ
ン

ジ
ニ
ア
や
テ
レ
ホ
ン
オ
ペ
レ
ー
タ
ー

な
ど
、
高
付
加
価
値
産
業
で
の
雇
用

も
増
え
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
法
律
面
で
雇
用
主
が
押

さ
え
て
お
く
べ
き
最
低
限
の
ポ
イ
ン

ト
（
形
式
面
）
と
そ
の
他
の
運
営
上

の
ポ
イ
ン
ト
（
実
質
面
）
を
ご
紹
介

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

外
国
人
雇
用
セ
ン
タ
ー
等
の
利
用

募
集
方
法
に
つ
い
て
は
、
日
本
人

の
場
合
と
同
様
、
「
媒
体
の
利
用
、

専
門
の
斡
旋
、
派
遣
会
社
の
利
用
、

知
人
の
紹
介
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

私
が
以
前
、
会
社
経
営
を
し
て
い

た
と
き
に
、
よ
く
利
用
し
た
機
関
と

し
て
厚
生
労
働
省
の
外
郭
団
体
「
外

国
人
雇
用
セ
ン
タ
ー
（
図
１
参
照
）」

が
あ
り
ま
す
。
セ
ン
タ
ー
を
利
用
す

る
メ
リ
ッ
ト
は
、
原
則
と
し
て
適
正

な
ビ
ザ
等
の
有
資
格
者
か
ら
の
応
募

に
な
り
ま
す
の
で
、
就
労
資
格
等
を

気
に
す
る
必
要
が
少
な
く
な
り
ま

す
。
ま
た
、
外
国
人
を
雇
用
す
る
際

の
各
種
手
続
き
も
記
載
さ
れ
て
お

り
、
情
報
は
大
変
充
実
し
て
い
ま
す
。

在
留
資
格
の
確
認

外
国
人
を
面
接
す
る
場
合
は
、

「
パ
ス
ポ
ー
ト
上
の
上
陸
許
可
証
印
」

ま
た
は
「
外
国
人
登
録
証
明
書
に
よ

る
在
留
資
格
」
の
有
無
に
よ
り
、
就

労
で
き
る
資
格
が
あ
る
か
を
ま
ず
確

認
し
ま
す
。
在
留
資
格
は
、
基
本
的

に
図
２
の
資
格
が
な
け
れ
ば
就
労
で

き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
短
期
滞
在
な
ど

の
就
労
不
可
の
在
留
資
格
か
ら
就
労

可
能
な
在
留
資
格
へ
の
変
更
は
、
現

実
的
に
は
無
理
だ
と
思
っ
て
い
た
ほ

う
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

日
本
語
能
力
等
採
用
基
準
の
設
定

特
殊
な
専
門
能
力
を
必
要
と
す
る

ケ
ー
ス
以
外
で
は
、
面
接
時
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
だ
け
で
判
断
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
場
合
、
ど

の
程
度
の
日
本
語
が
で
き
れ
ば
業
務

ポ
イ
ン
ト

1

募
集
お
よ
び
面
接
時
の
確
認
事
項

ポ
イ
ン
ト

2

ポ
イ
ン
ト

3

正
し
く
雇
っ
て
上
手
に
使
う

「
外
国
人
労
働
者
」

…
…
社
長
が
押
さ
え
て
お
く
べ
き
13
の
ポ
イ
ン
ト

本
年
一
〇
月
一
日
よ
り
外
国
人
労
働
者
の
雇
用
・
離
職
に
際
し
届

出
が
義
務
化
し
た
。
人
手
不
足
の
な
か
、
飲
食
業
や
町
工
場
を
中
心

に
い
ま
や
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
と
な
っ
た
外
国
人
労
働
者
。

本
記
事
で
は
、
募
集
の
し
か
た
、
各
種
手
続
き
、
勤
怠
管
理
な
ど
、
経

営
者
と
し
て
最
低
限
知
っ
て
お
き
た
い
ポ
イ
ン
ト
を
解
説
す
る
。

社
会
保
険
労
務
士

高
橋
譲
二
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に
支
障
を
き
た
さ
な
い
の
か
、
自
社

基
準
を
作
成
し
て
お
く
こ
と
を
お
勧

め
し
ま
す
。

ま
た
、
日
本
語
の
適
正
検
査
を
受

け
さ
せ
る
場
合
、
注
意
が
必
要
で
す
。

適
正
テ
ス
ト
の
日
本
語
力
は
読
解
力

が
中
心
で
あ
り
、
日
本
語
の
聞
き
取

り
能
力
は
判
定
し
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、

適
正
テ
ス
ト
の
性
格
類
型
は
、
社
風

と
の
合
致
に
関
す
る
一
資
料
と
す
る

こ
と
は
可
能
で
す
（
内
向
型
、
外
向

型
、
直
感
型
、
思
考
型
な
ど
）。
私

も
以
前
、
適
正
テ
ス
ト
で
優
秀
な
外

国
人
を
採
用
し
た
も
の
の
、
実
際
、

口
頭
で
指
示
命
令
を
す
る
際
に
苦
労

し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
（
後
述

「
勤
怠
管
理
お
よ
び
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」

を
参
照
）。

そ
し
て
、
一
番
痛
感
し
た
こ
と
は
、

入
社
し
て
か
ら
日
本
語
が
上
達
す
る

だ
ろ
う
と
期
待
し
て
採
用
し
て
し
ま

っ
た
こ
と
で
す
。
な
か
に
は
上
達
す

る
方
も
お
ら
れ
ま
す
が
、
ほ
と
ん
ど

の
場
合
あ
ま
り
上
達
し
ま
せ
ん
。
と

く
に
あ
る
程
度
の
年
齢
に
達
し
て
い

る
方
は
難
し
い
で
し
ょ
う
。

日
本
人
労
働
者
に
適
用
さ
れ
る
法

律
は
、
ほ
と
ん
ど
適
用
さ
れ
る
と
考

え
て
お
く
べ
き
で
す
。「
外
国
人
労

働
者
の
雇
用
・
労
働
条
件
に
関
す
る

指
針
」
に
よ
っ
て
、
事
業
主
に
努
力

義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
ま
す
（
図
３

参
照
）。

適
正
な
賃
金
設
定

（
労
働
基
準
法
第
３
条
「
国
籍
を
理
由
と
す
る

差
別
的
取
扱
い
の
禁
止
」、
最
低
賃
金
法
）

外
国
人
労
働
者
で
、
た
と
え
賃
金

水
準
の
低
い
国
の
出
身
で
あ
っ
て
も

そ
れ
を
も
っ
て
日
本
人
よ
り
低
い
賃

金
で
雇
用
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ

ん
。
ま
た
、
日
本
人
に
適
用
さ
れ
る

最
低
賃
金
法
は
外
国
人
労
働
者
に
も

適
用
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
国
籍
を

理
由
と
し
な
い
、
職
種
や
経
歴
・
実

績
に
よ
る
賃
金
差
異
は
認
め
ら
れ
ま

す
。

賃
金
以
外
の
労
働
条
件
の
明
示

（
労
働
基
準
法
第
15
条
）

賃
金
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
交
通

費
や
残
業
に
つ
い
て
も
明
示
し
て
お

く
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。
と
く
に

「
残
業
」
に
つ
い
て
は
注
意
が
必
要

で
す
。
私
の
経
験
談
で
す
が
、
日
本

人
労
働
者
は
残
業
を
敬
遠
し
ま
す

が
、
外
国
人
労
働
者
は
、
逆
に
い
く

ら
で
も
残
業
を
希
望
し
て
き
ま
す
。

そ
れ
ゆ
え
、
生
産
管
理
が
狂
っ
た
り
、

残
業
代
が
多
く
な
り
、
資
金
繰
り
に

影
響
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

労
働
契
約
書
の
締
結

労
働
契
約
書
は
必
ず
締
結
し
ま
し

ょ
う
。
そ
し
て
就
業
規
則
等
の
説
明

は
日
本
人
以
上
に
丁
寧
に
行
な
う
こ
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正しく雇って上手に使う「外国人労働者」

図１■外国人雇用の専門相談所例
東京外国人雇用サービスセンター：新宿区歌舞伎町2-42-10 ハローワーク新宿（歌舞伎町庁舎）3階
ı@03-3204-8609 http://www.tfemploy.go.jp/

大阪外国人雇用サービスセンター：大阪市北区梅田1-2-2 大阪駅前第2ビル15階
ı@06-6344-1135 http://www.osaka-rodo.go.jp/hw/gaisen/

名古屋外国人ジョブセンター：名古屋市中区栄4-1-1 中日ビル12階
ı@052-264-1901 http://www2.aichi-rodo.go.jp/anteijo/message/a_gaikokujin.html

図３■外国人にも適用される労働関連の法律【一部抜粋】図２■在留資格とその期間
在留資格 在留期間

外交 「外交活動」を行なう期間

公用 「公用」活動を行なう期間

教授 3年、1年

芸術 3年、1年

宗教 3年、1年

報道 3年、1年

投資・経営 3年、1年

法律・会計業務 3年、1年

医療 3年、1年

研究 3年、1年

教育 3年、1年

技術 3年、1年

人文知識・国際業務 3年、1年

企業内転勤 3年、1年

興行 1年、6か月または3か月

技能 3年、1年

1 国籍を理由とする差別的取扱いの禁止（労働基準法第3条）
2 労働条件の明示

使用者は、労働契約を締結するに当たって、賃金、労働時間等を労
働者に明示しなければなりません。とくに賃金に関する事項は、書面
で明示することが必要です。（労働基準法第15条）
就職にあたっては、賃金、労働時間等の主要な労働条件について、
その内容を明らかにした書面（労働条件通知書）などで確認すること
をお勧めします。

3 強制労働・中間搾取の禁止（労働基準法第5条、第6条）
4 労働契約の不履行について違約金、損害賠償額等を予定する契約の禁

止 （労働基準法第16条）
5 労働災害にあって療養中の労働者に対する解雇の制限（労働基準法第

19条）
6 解雇の予告（労働基準法第20条、第21条）
7 賃金の支払い（労働基準法第23条）
8 最低賃金 （最低賃金法）
9 労働時間（労働基準法第32条、第40条、附則第131条）、休日（労働

基準法第35条）
10 時間外・休日労働および深夜労働の割増賃金（労働基準法第36条、第

37条）
11 年次有給休暇（労働基準法第39条）
12 金品の返還（労働基準法第23条）
13 安全衛生（労働安全衛生法）

採
用
時
の
注
意
点

ポ
イ
ン
ト

4

ポ
イ
ン
ト

5

ポ
イ
ン
ト

6
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と
。「
聞
い
て
い
な
い
！
」
と
後
々

ト
ラ
ブ
ル
に
な
ら
な
い
よ
う
、
説
明

を
受
け
た
旨
の
確
認
印
（
サ
イ
ン
）

を
も
ら
っ
て
お
く
こ
と
が
大
切
で

す
。
と
く
に
正
社
員
用
の
就
業
規
則

の
み
を
備
え
て
い
る
事
業
所
で
は
、

契
約
社
員
や
パ
ー
ト
タ
イ
ム
従
業
員

に
も
正
社
員
用
の
就
業
規
則
が
適
用

さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
昇
給
・
賞
与
・
退
職
金
等

の
金
銭
に
関
わ
る
部
分
は
よ
く
ト
ラ

ブ
ル
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
労
働

契
約
書
に
正
社
員
と
待
遇
の
違
う
と

こ
ろ
を
、
あ
ら
か
じ
め
明
示
し
て
お

け
ば
、
こ
の
手
の
ト
ラ
ブ
ル
防
止
に

役
立
ち
ま
す
。

労
働
契
約
書
、
就
業
規
則
、
そ
の

他
外
国
人
労
働
者
に
適
用
さ
れ
る
書

類
は
、
日
本
語
の
み
で
も
充
分
で
す

が
、
余
裕
が
あ
れ
ば
、
英
語
等
の
書

類
を
用
意
し
た
い
と
こ
ろ
で
す
。
ち

な
み
に
厚
生
労
働
省
で
は
、
英
語
に

よ
る
労
働
条
件
通
知
書
の
ほ
か
、
５

か
国
語
（
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
、
ス
ペ
イ

ン
語
、
中
国
語
、
ハ
ン
グ
ル
語
、
タ

ガ
ロ
ク
語
）
の
労
働
条
件
通
知
書
を

作
成
し
て
い
ま
す
の
で
、
最
寄
り
の

都
道
府
県
労
働
局
ま
た
は
労
働
基
準

監
督
署
で
確
認
で
き
ま
す
。

＊
東
京
労
働
局
の
Ｈ
Ｐ

http://w
w
w
2.m
hlw
.go.jp/topics/seido

/anteikyoku/gairou/980908gai08.htm

留
学
生
・
就
学
生
の
ア
ル
バ
イ
ト

留
学
生
・
就
学
生
は
法
務
大
臣
の

資
格
外
活
動
許
可
を
受
け
た
場
合
、

ア
ル
バ
イ
ト
を
行
な
う
こ
と
が
で
き

ま
す
（
図
４
参
照
）。
し
た
が
っ
て
、

そ
の
留
学
生
・
就
学
生
が
資
格
外
活

動
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
確
認

で
き
れ
ば
、
ア
ル
バ
イ
ト
と
し
て
雇

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
許
可
を
受
け

て
い
る
場
合
は
「
資
格
外
活
動
許
可

書
」
が
交
付
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

必
ず
コ
ピ
ー
を
受
領
す
る
よ
う
に
し

て
く
だ
さ
い
。

各
種
保
険
の
適
用

▼
労
災
保
険
…
労
災
保
険
は
、
日
本

人
・
外
国
人
の
区
別
な
く
、
雇
用
と

同
時
に
自
動
的
に
加
入
し
て
い
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
正
社
員
・

パ
ー
ト
社
員
の
区
別
も
あ
り
ま
せ
ん

（
初
め
て
雇
用
す
る
際
は
、
労
働
基

準
監
督
署
に
「
労
働
保
険
関
係
成
立

届
」
を
提
出
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け

ら
れ
て
い
ま
す
）。

▼
雇
用
保
険
…
外
国
人
労
働
者
で
あ

っ
て
も
、
一
定
の
要
件
を
満
た
し
た

者
に
つ
い
て
は
被
保
険
者
資
格
取
得

届
を
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
必
ず
提
出
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

▼
社
会
保
険
（
厚
生
年
金
・
健
康
保

険
）
…
一
定
の
要
件
が
満
た
さ
れ
て

い
れ
ば
、
外
国
人
労
働
者
も
加
入
手

続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

身
元
保
証
人
を
立
て
る

で
き
れ
ば
日
本
人
労
働
者
と
同
様

に
一
名
か
二
名
の
身
元
保
証
人
を
取

り
ま
し
ょ
う
。
在
留
資
格
に
お
け
る

身
元
引
受
人
は
、
民
事
上
の
責
任
は

負
い
ま
せ
ん
が
、
事
業
主
は
民
法
７

１
５
条
の
使
用
者
責
任
に
よ
っ
て
、

実
質
的
に
無
過
失
責
任
（
無
条
件
に

責
任
を
負
う
）
を
負
っ
て
い
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
日
本
人
の
従
業
員
が

業
務
上
の
過
失
に
よ
り
相
手
に
損
害

を
与
え
て
会
社
が
賠
償
し
た
場
合
、

会
社
側
は
従
業
員
に
賠
償
額
の
負
担
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図４■学生・就学生のアルバイト可能時間一覧表
１週間のアルバイト時間 長期休暇中のアルバイト時間

留学生（大学等の正規生） １週間につき28時間以内 １日につき8時間以内

留学生（聴講生・研究生） １週間につき14時間以内 １日につき8時間以内

専門学校等の学生 １週間につき28時間以内 １日につき8時間以内

就学生 １日につき4時間以内

■厚生年金加入は「損か得か」

社会保険料は全額損金処理可能です。個人で保険等を積み立てる場合、損金算入
に限度額があるため、単独ではメリットが少なくなります。また、将来的な年金支給も
さることながら、遺族年金や障害年金といった、保険機能も日本の厚生年金制度は優
れています。
外国人労働者の方々に

は「脱退一時金」という
システムがあります。こ
れは、収めた保険料がま
ったく掛け損にならない
ように、一定期間加入し
ていた者に、保険料の一
部を返金するものです。
また、国によっては、日
本での年金加入期間が、
本国の年金加入期間に算
入できる国家間の協定も
順次締結されています。
つまり、ある程度業績が
安定している企業なら、
加入しておくべきでしょ
う。

協定
相手国 二重加入防止の対象となる制度 年金加入期間

の通算措置

ドイツ 日：年金制度
独：年金制度 あり

イギリス 日：年金制度
英：年金制度 なし

韓国 日：年金制度
韓：年金制度 なし

アメリカ 日：年金・医療保険制度
米：年金・医療保険制度 あり

ベルギー 日：年金・医療保険制度
白：年金・医療保険・労災保険・雇用保険制度 あり

フランス 日：年金・医療保険制度
仏：年金・医療保険・労災保険制度 あり

カナダ 日：年金制度
加：年金制度 あり

オースト
ラリア

日：年金制度
豪：年金制度 あり

◎年金加入期間に関する協定例
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分
を
請
求
で
き
ま
す
が
、
外
国
人
の

場
合
、
ほ
と
ん
ど
本
国
に
帰
国
し
ま

す
の
で
、
直
接
請
求
で
き
な
く
な
り

ま
す
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
身
元
保

証
人
に
請
求
で
き
れ
ば
安
心
で
す
。

在
留
資
格
の
更
新
手
続
き

雇
用
中
に
在
留
資
格
の
更
新
が
き

た
場
合
、
会
社
は
以
下
の
書
類
を
用

意
し
て
く
だ
さ
い
。

①
雇
用
契
約
書
の
写
し

会
社
と
本
人
の
間
で
結
ば
れ
た
も

の
で
す
。
会
社
の
辞
令
ま
た
は
採
用

通
知
書
の
写
し
で
も
構
い
ま
せ
ん

が
、
従
事
す
る
職
務
の
内
容
を
で
き

る
だ
け
詳
し
く
、
ま
た
雇
用
期
間
、

地
位
お
よ
び
報
酬
額
に
つ
い
て
明
記

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

②
会
社
の
商
業
登
記
簿
謄
本
の
写
し

お
よ
び
決
算
報
告
書

申
請
前
三
か
月
以
内
に
発
行
さ
れ

た
も
の
が
必
要
で
す
。
損
益
計
算
書

に
つ
い
て
は
、
一
番
近
い
年
度
の
も

の
を
用
意
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

設
立
間
近
の
会
社
で
決
算
書
が
な
い

場
合
は
、
代
わ
り
に
今
後
一
年
間
の

事
業
計
画
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

③
会
社
案
内
書
（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
）

会
社
の
事
業
内
容
が
わ
か
る
も
の

を
準
備
し
て
く
だ
さ
い
。

④
雇
用
理
由
書
（
必
ず
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）

外
国
人
を
採
用
す
る
ま
で
に
至
っ

た
経
緯
や
雇
用
の
理
由
、
職
務
内
容

を
具
体
的
に
要
領
よ
く
記
述
し
た
説

明
書
を
在
留
資
格
の
期
間
中
に
提
出

す
る
と
審
査
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

在
留
資
格
が
切
れ
て
も
申
請
中
で
あ

れ
ば
、
就
労
は
可
能
で
す
。

勤
怠
管
理
お
よ
び
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

労
働
観
や
慣
習
の
違
い
か
ら
、
時

間
に
対
す
る
感
覚
が
違
う
ケ
ー
ス
が

多
く
見
ら
れ
ま
す
。
と
く
に
遅
刻
・

欠
勤
と
給
与
の
関
係
や
就
業
規
則
に

明
示
し
て
い
る
制
裁
金
に
つ
い
て

は
、
し
っ
か
り
と
説
明
を
し
ま
す
。

そ
れ
と
共
に
日
本
人
の
時
間
に
対
す

る
感
覚
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
も
大
切

で
す
。
顧
客
と
の
ト
ラ
ブ
ル
防
止
に

も
役
立
つ
は
ず
で
す
。

外
国
人
労
働
者
の
雇
用
管
理
で
一

番
難
し
い
の
は
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に

お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で

す
。
外
国
人
労
働
者
は
「
で
き
な
い
」

「
わ
か
ら
な
い
」
と
は
絶
対
言
い
ま

せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
能
力
が
な
い
と

思
わ
れ
る
こ
と
が
一
番
嫌
だ
か
ら
で

す
。
あ
と
で
「
で
き
な
か
っ
た
」

「
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
」
こ
と
が

発
覚
し
て
、
ト
ラ
ブ
ル
に
な
っ
た
経

験
が
私
に
も
あ
り
ま
す
。
当
初
は
、

本
当
に
理
解
し
て
い
る
の
か
、
で
き

る
の
か
を
見
極
め
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
ま
た
、「
で
き
な
い
・
わ
か

ら
な
い
」
と
言
う
こ
と
と
本
人
の
評

価
は
別
で
あ
る
こ
と
を
、
ま
ず
理
解

し
て
も
ら
う
こ
と
が
大
切
で
す
。

「
退
職
時
証
明
書
（
退
職
者
に
渡

す
）」「
退
職
届
（
退
職
者
か
ら
提
出

さ
せ
る
）」
の
二
つ
の
書
類
を
用
意

し
て
く
だ
さ
い
。

退
職
時
証
明
書
の
提
出

退
職
時
証
明
書
は
、
退
職
し
た
外

国
人
労
働
者
が
次
の
就
職
活
動
の
た

め
に
入
国
管
理
局
等
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
す
。
発
行
し

た
と
き
は
必
ず
、
受
領
書
か
受
領
印

を
も
ら
い
ま
し
ょ
う
。

退
職
金
の
取
扱
い

退
職
時
、
も
っ
と
も
多
い
の
が
、

金
銭
ト
ラ
ブ
ル
で
す
。
懲
戒
解
雇
の

場
合
や
退
職
金
の
取
扱
い
に
つ
い

て
、
入
社
時
に
労
働
契
約
書
や
就
業

規
則
で
明
記
し
て
お
き
、
さ
ら
に
退

職
時
に
も
文
書
を
交
わ
し
て
お
く
こ

と
が
大
切
で
す
。
で
き
れ
ば
、
競
業

避
止
規
定
も
入
れ
て
お
き
た
い
も
の

で
す
。

＊
　
　
　
＊
　
　
　
＊

少
子
高
齢
化
が
急
速
に
進
む
現
代

に
お
い
て
、
中
小
企
業
の
経
営
者
が
、

外
国
人
等
の
優
秀
な
若
年
労
働
者
に

目
を
向
け
る
の
は
当
然
の
流
れ
だ
と

い
え
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
日
本
政

府
も
フ
ィ
リ
ピ
ン
な
ど
と
の
経
済
連

携
協
定
（
Ｅ
Ｐ
Ａ
）で
、
看
護
・
介
護

の
分
野
に
お
い
て
外
国
か
ら
の
人
材

の
受
け
入
れ
を
決
め
る
な
ど
、
政
策

的
に
、
各
分
野
で
外
国
人
労
働
者
の

受
け
入
れ
促
進
を
図
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
反
面
、
ビ
ザ
等
の
外
国
人
労

働
者
の
在
留
許
可
に
は
厳
し
い
規
制

が
あ
り
、
ま
た
、
外
国
人
労
働
者
を

雇
用
す
る
際
の
法
整
備
の
不
備
や
告

知
の
不
足
、
労
働
観
の
違
い
な
ど
に

よ
る
ト
ラ
ブ
ル
が
絶
え
な
い
の
も
現

状
で
す
。
事
業
主
の
皆
様
が
、
こ
う

い
っ
た
問
題
を
ク
リ
ア
ー
し
、
外
国
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た
か
は
し
　
じ
ょ
う
じ

外
国
人
雇
用
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
／
高
橋
社
会
保
険
労
務
士
事

務
所
所
長
。
海
外
留
学
、
営
業
か
ら
会
社
経
営
ま
で
、
様
々
な
実
績
を
も
と
に
各
種
講

師
や
企
業
へ
の
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
を
実
施
　http://w

w
w
.takahashi-sr-office.com

/

profile

人
労
働
者
の
戦
力
化
に
成
功
さ
れ
る

こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

ıi

退
職
時
の
処
理
方
法

雇
用
中
の
留
意
点
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